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第１章 計画策定にあたって 
 

 

１ 計画策定の趣旨 

都市化や核家族化の進行、地縁的つながりの希薄化など家族を取り巻く様々な社会環境の変

化に加え、景気の低迷等が要因となり、経済的困窮に直面している家庭が、地域社会において

孤立していることが多くあります。そうした家庭の子どもたちの中には、自己肯定感や自尊感

情が十分に育たず、基本的な生活・学習習慣に課題が見られ、自立心・自制心、社会的なマナ

ー・コミュニケーション能力などを身につけることが困難な状況に陥っているケースもありま

す。さらに、その子どもたちが、将来、経済的困窮家庭を形成するという、いわゆる「貧困の

連鎖」が課題となっています。 

守口市においては、これまでも教育・福祉などの各分野において経済的困窮等により課題を

有する家庭に対して、様々な支援を行ってきましたが、改めて現状を分析し、必要な支援メニ

ューを体系化し、今後の方針を明確にするために、各種法律や大綱、社会動向を踏まえつつ、

子どもの貧困対策を包括的に推進することを目的として、守口市子どもの貧困対策推進計画

（以下「本計画」という。）を、第二期守口市子ども・子育て支援事業計画の「子どもの貧困対

策編」として策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、「子どもの貧

困対策の推進に関する法律」

（平成 25 年法律第 64 号）

第９条の規定に基づく、子

どもの貧困対策推進計画で

す。 

計画の推進にあたっては、

本市の上位計画である「第

６次守口市総合基本計画」

をはじめ、関連する本市の

各分野の計画との連携・整

合性を十分に考慮しつつ、

柔軟に施策を展開します。 

 

３ 計画の期間 

本計画は、第二期守口市子ども・子育て支援事業計画の「子どもの貧困対策編」として策定

していることから、計画期間は「第二期守口市子ども・子育て支援事業計画」の終期とあわせ

ることとし、令和５年度から令和６年度までの２年間とします。また、法律・大綱の改正や社

会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを図ることとします。 

第６次守口市総合基本計画 

 

子どもの貧困対策の 

推進に関する法律 

子供の貧困対策に 

関する大綱 

整合 

【国】 

【大阪府】 

第二期守口市子ども・子育て支援事業計画 

大阪府 

子ども総合計画 

（後期事業計画） 

第二次大阪府子ども

の貧困対策計画 

●第３次守口市地域福祉計画 

●第３次守口市障がい者計画 

●第６期守口市障がい福祉計画

及び第２期守口市障がい児 

福祉計画 

●第２次守口市教育大綱 

●第３次守口市男女共同参画 

推進計画（改訂版） 

●守口市健康増進計画 

（守口市食育推進計画） 等 
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第２章 守口市の現状及び課題 
 

 

１ 令和４年度守口市子どもの生活状況調査について 

この調査は、本市に住む「小学校５年生(義務教育学校５年生)と中学校２年生(義務教育学

校８年生)」及び「その保護者」の方全員を対象に、家庭や生活の状況をお聞きし、これからの

守口市の子ども・子育て支援施策に役立てるための基礎資料として、調査を実施したものです。 

(１)調査対象 

守口市在住の小学校５年生(義務教育学校５年生)と中学校２年生(義務教育学校８年生)及

びその保護者 

 

(２)調査期間 

令和４年８月８日から令和４年８月 31 日(郵送による配布・回収) 

 

(３)回収状況 

 配布数 有効回答数 有効回答率 

小学生 987通 439通 44.5％ 

保護者（小学生） 987通 412通 41.7％ 

中学生 1,064通 391通 36.7％ 

保護者（中学生） 1,064通 394通 37％ 

保護者 2,051通 809通 39.4％ 

 

(４)守口市の貧困層について 

貧困の代表的な定義には、所得額を基準に、人

間が生きるために必要な最低限の生活水準を維

持するのに満たない状態を示す「絶対的貧困」と、

一定の国や地域における平均的な生活水準に満

たない状態を示す「相対的貧困」という２つの種

類に区分されます。 

本調査では子どもの貧困の状況を把握するた

めに相対的貧困率を用いています。 

 

守口市の貧困率 

全体 貧困層 割合 

762件 71件 9.3％ 

  

以下に掲載した調査結果では、世帯人員と所

得等から算出した「貧困層」の 71 件を“生活困

窮層”とし、それ以外の世帯を“非生活困窮層”

と定義しています。 
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(５)アンケート調査の主な結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

２ アンケート調査等を踏まえた守口市の課題 

 

○地域と連携し、多世代で交流でき、保護者以外で社会との接点になる居場所づくりが重要。 

○虐待の恐れを抱える子どもと家庭に対しては、その背景にある複雑に絡み合った様々な要因と課題

をとらえ、多面的に相談支援を行うことが重要。 

○すべての子どもが経済的理由により進学を諦めることがないよう、支援制度の周知を含めた進路指

導等が必要。 

○学校における適切な学習支援を基本に、学校教育における自己肯定感の向上に向けた支援や様々な

地域で多様な交流の場の提供等を通じて貧困の状態にある子どもを支援していくことが必要。 

○働きたくても働けない保護者が就労するために、生活の不安を解消し、日常生活の安定につなげて

いくことが重要。

回答者数 =

生活困窮層 70

非生活困窮層 687

72.9

81.7

7.1

8.9

5.7

4.2

14.3

4.8 0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

生活困窮層 71

非生活困窮層 688

12.7

1.3

21.1

3.5

18.3

7.3

47.9

87.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活困窮層別でみると、「毎日食べる（週７

日）」の割合は、生活困窮層、非生活困窮層とも

に高くなっている一方で、非生活困窮層に比べ、

生活困窮層で「週１～２日、ほとんど食べない」

の割合が高くなっています。 

子どもの生活の状況について 

生活困窮層別でみると、非生活困窮層に比べ、

生活困窮層で「よくあった」「ときどきあった」

「まれにあった」の割合が高くなっています。

一方、生活困窮層に比べ、非生活困窮層で「まっ

たくなかった」の割合が高くなっています。 

経済的支援について 

生活困窮層別でみると、非生活困窮層に比べ、

生活困窮層で「やや下のほう」と「下のほう」を

あわせた“下のほう”の割合が高くなっていま

す。一方、生活困窮層に比べ、非生活困窮層で

「まん中あたり」の割合が高くなっています。 

子どもの学びについて 

生活困窮層別でみると、非生活困窮層に比べ、

生活困窮層で「パート・アルバイト・日雇い・非

常勤職員」「働いていない」「わからない」の割合

が高くなっています。一方、生活困窮層に比べ、

非生活困窮層で「正社員・正規職員・会社役員」

の割合が高くなっています。 

保護者の就労について 

毎日食べる（週７日） 週５～６日

週３～４日 週１～２日、ほとんど食べない

無回答

毎日食べる（週７日） 週５～６日

週３～４日 週１～２日、ほとんど食べない

無回答

朝食の摂取状況 

食料が買えない状況の有無 

よくあった ときどきあった まれにあった

まったくなかった 無回答

クラスの中での成績 

回答者数 =

生活困窮層 70

非生活困窮層 687

7.1

13.7

11.4

21.0

25.7

30.6

17.1

13.0

24.3

12.2

14.3

8.3 1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上のほう やや上のほう まん中あたり

やや下のほう 下のほう わからない

無回答

保護者（父親）の就労状況 

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員 自営業

働いていない わからない

いない 無回答

正社員・正規職員・会社役員 嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員 自営業

働いていない わからない

いない 無回答

回答者数 =

生活困窮層 71

非生活困窮層 688

21.1

79.7

1.6

8.5

0.6

21.1

10.6

4.2 0.6

7.0

2.8

1.5

35.2

5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

 

１ 基本理念 

本計画は、子どもの貧困対策を包括的に推進するため、「第二期守口市子ども・子育て支援事

業計画」の「子どもの貧困対策に係る取組み」として組み込まれるものです。そのため、本計

画における基本理念は、「第二期守口市子ども・子育て支援事業計画」に掲げられる理念に準拠

するものとします。 

 

 

 

２ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 基本理念 】 【 基本目標 】 【 基本施策 】 

子どもの豊かな成長をともに支えはぐくむまち守口 

子
ど
も
の
豊
か
な
成
長
を
と
も
に
支
え
は
ぐ
く
む
ま
ち 

守
口 

基本目標４ 

保護者の就労 
支援 

（１）生活困窮者等への就労支援 

（２）子育て支援事業の充実 

子ども一人ひとりの状況に応じた 
学びの支援 

（２）地域等における学びの支援 

（３）相談支援体制の充実 

基本目標３ 

子どもの学びの 
支援 

（１）各種制度の利用促進 

（２）子育て世帯への情報提供 

基本目標２ 

経済的支援 

（１）妊産婦や乳幼児等のいる家庭への支援 

（２）子どもの居場所づくり 基本目標 1 

生活の安定の 
ための支援 （３）子どもの自立支援 

（４）生活の安定を図るための支援の充実 

（１） 
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第４章 基本施策 
 

 

本計画では、４つの基本目標における施策を推進することにより、基本理念である「子ども

の豊かな成長を ともに支えはぐくむまち 守口」を達成することを目指します。 

 

基本目標１ 生活の安定のための支援 

（１）妊産婦や乳幼児等のいる家庭への支援 

親の妊娠・出産期から子育て期までの切れ目の

ない支援の充実を図るとともに、生活の安定に資

するための支援を多面的に実施します。 

（２）子どもの居場所づくり 

子どもたちが、放課後や学校休業日等を安心で

きる環境で過ごすことができる居場所の確保を図

ります。子どもが社会的に孤立せず、心身ともに

安定した毎日を過ごせるよう適切な遊びと生活の

場を提供します。 

（３）子どもの自立支援 

子どもたちの社会的自立に向け、キャリア教育や

就業・就学に関する相談などの支援を実施します。 

（４）生活の安定を図るための支援の充実 

生活困窮者等の支援を必要とする人に対して、

生活の安定を図るため、専門機関等との連携の推

進に取り組みます。 

 

 

基本目標２ 経済的支援 

（１）各種制度の利用促進 

就労による収入だけでは十分な収入を得られな

い家庭に対し、各種手当を支給するほか、各種制

度の利用時において、減免等による負担軽減を図

ります。 

（２）子育て世帯への情報提供 

困難を抱える子ども・家庭へ、必要な支援情報

が行き届きやすい体制づくりに努めます。  

●乳児家庭全戸訪問指導 

●産後ケア事業 

●配慮が必要な乳幼児への支援 など 

主な事業 

●地域子育て支援拠点事業（もりランド） 

●もりぐち児童クラブ入会児童室 

（放課後児童健全育成事業）  

●子どもの見守り強化 など 

●中学生を対象としたキャリア教育の 

推進 

●義務教育修了後の子どもへの自立に向

けた支援の推進 など 

●生活保護制度 

●生活困窮者自立支援制度 など 

●児童扶養手当 

●実費徴収に係る補足給付を行う事業 

●就学援助費 など 

主な事業 

●子育て情報誌の配布 

●養育費確保に向けた取り組み など 

主な事業 
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基本目標３ 子どもの学びの支援 

（１）子ども一人ひとりの状況に応じた学びの支援 

支援の必要な子ども・家庭に対し迅速かつ適切

な支援ができるよう、一人ひとりに合った教育を

推進し、学習環境の整備や学習習慣の確立を図り

ます。 

 

（２）地域等における学びの支援 

体験活動は、子どもの成長の糧として、豊かな

人間性、自ら学び・考える力などの生きる力を養

うものとして期待されています。様々な体験活動

の機会を提供し、子どもの体験不足の解消を図る

とともに、自己肯定感の向上を推進します。 

 

（３）相談支援体制の充実 

子どもの教育や進学等に関する相談支援の充実

を図ります。 

 

 

 

基本目標４ 保護者の就労支援 

（１）生活困窮者等への就労支援 

保護者の安定した就労につながる支援や家計の

安定を図るための支援などにより、家庭の経済的

不安定さを和らげ、生活基盤の安定を図ります。 

 

（２）子育て支援事業の充実 

保護者が安心して就労できるよう子育て世帯の

くらしに必要な子育て、保育の環境を整える施策

の充実を図ります。 

 

●乳幼児の教育・保育 

●教育相談 など 

主な事業 

●子どもの多様な体験活動の機会の充実 

●芸術・伝統文化にふれる機会の提供  

など 

●就学前相談 

●教育相談 

●校内相談窓口の活用 など 

●母子・父子自立支援員による相談 

●母子家庭及び父子家庭高等職業訓練 

促進給付金 など 

主な事業 

●幼児教育・保育の無償化 

●一時預かり事業 

●子育て短期支援事業 

（ショートステイ） など 
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第５章 計画の推進 
 
 

１ 子どもの貧困に関する指標 

本計画では、計画の進捗状況をはかる際の指標として、国の大綱に示された指標を子どもの貧困

に関する指標として設定します。また、大阪府と全国の数値について、参考で記載しています。 

主な指標 守口市数値 
（参考） 

大阪府数値 

（参考） 

全国数値 

生活保護世帯の子どもの高等学校等進学率 97.6％ 96.1％ 93.7％ 

生活保護世帯の子どもの高等学校等中退率 2.4％ 3.8％ 4.1％ 

生活保護世帯の子どもの大学等進学率 68.8％ 43.8％ 37.3％ 

ＳＳＷによる対応実績のある学校の割合（小学校） 100％ 23.4％ 50.9％ 

ＳＳＷによる対応実績のある学校の割合（中学校） 100％ 23.0％ 58.4％ 

ＳＣの配置率（小学校）（巡回派遣校含む） 100％ 100％ 67.6％ 

ＳＣの配置率（中学校）（巡回派遣校含む） 100％ 100％ 89.0％ 

就学援助制度に関する周知状況（入学時及び毎年度の進級時に学校で
就学援助制度の書類を配布している市町村の割合） 

100％ 72.1％ 65.6％ 

新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の実施状況（小学校） 100％ 41.9％ 47.2％ 

新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の実施状況（中学校） 100％ 65.1％ 56.8％ 

滞納経験（電気・ガス・水道）ひとり親世帯 

電気 14.1％ 

ガス 14.1％ 

水道 11.8％ 

－ 

電気 14.8％ 

ガス 17.2％ 

水道 13.8％ 

滞納経験（電気・ガス・水道）子どものいる全世帯 

電気 3.8％ 

ガス 3.5％ 

水道 4.4％ 

－ 

電気 5.3％ 

ガス 6.2％ 

水道 5.3％ 

過去１年の食料困窮経験及び衣服が買えない経験（ひとり親世帯） 
食品39.9％ 

衣服44.7％ 
－ 

食品 34.9％ 

衣服 39.7％ 

過去１年の食料困窮経験及び衣服が買えない経験（子どものいる全世帯） 
食品 15.8％ 

衣服 18.1％ 
－ 

食品 16.9％ 

衣服 20.9％ 

子どもがある世帯の世帯員で頼れる人が必要であるがいないと答え
た人の割合（ひとり親世帯） 

相談 5.9％ 

お金援助 22.4％ 
－ 

相談 8.9％ 

お金援助 25.9％ 

子どもがある世帯の世帯員で頼れる人が必要であるがいないと答え
た人の割合（等価世帯所得第１～３十分位） 

相談 2.6％ 

お金援助

11.5％ 

－ 

相談 7.2％ 

お金援助 

20.4％ 

子どもの貧困率（国民生活基礎調査） 9.3％ － 13.9％ 

ひとり親家庭のうち養育費についての取決めをしている割合（母子世帯） 46.3％ － 42.9％ 

ひとり親家庭のうち養育費についての取決めをしている割合（父子世帯） 0.0％ － 20.8％ 

ひとり親家庭で養育費を受け取っていない子どもの割合（母子世帯） 68.7％ － 69.8％ 

ひとり親家庭で養育費を受け取っていない子どもの割合（父子世帯） 100.0％ － 90.2％ 
 

２ 計画の進行管理 
計画に基づく取り組みの実施に当たっては、年度ごとに点検・評価を行い、その結果を踏まえ

たうえで取り組みの充実・見直しを検討する等、ＰＤＣＡサイクルを確保し、本計画を計画的か

つ円滑に推進することが重要です。 

計画の適切な進行管理を進めるために、庁内関係各課を中心に具体的施策の進行状況について

把握するとともに、「守口市子ども・子育て会議」において、施策の実施状況について点検、評価

し、これに基づいて対策を実施するものとします。 

３ 計画の推進体制の確保 

基本目標の実施・実現に向けては学校を含む公民連携による専門性を有するマンパワーの確保

及び不断の研鑽、すなわちその意識及び能力の向上を図ることが大切です。とりわけ、その責務

の中心を担う市行政におけるケースワーカー、保健師を始めとする専門職人材については、市の

職員（適正化）計画を踏まえつつ、人材の「選択と集中」により、計画的な確保及びそのスキル

アップに努めます。 
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